
社会情報学会  「社会情報学」投稿要綱 

 

（目的） 

第１ 本学会誌は，社会情報学にかかわる諸問題の研究およ

び応用を促進し，社会情報学の確立と発展に寄与するため，

独創的な成果を公表することをその主たる目的とする。 

 

（投稿者の資格） 

第２ 和文誌の投稿者は，単著の場合は学会員に限る。共著

の場合は，筆頭著者が学会員でなければならない。 

 

（投稿原稿） 

第３ 投稿原稿については，以下の通りとする。 

（１）投稿原稿の種類は，原著論文，研究，展望・ノートと

する。 

（２）投稿原稿は，オンラインにより，著者の氏名，所属，

およびそれらを判別可能な情報を除いた査読用原稿ファイル

を提出する。 

（３）投稿原稿は，題材および内容が本学会誌の目的に合致

するものでなければならない。 

（４）投稿原稿作成にあたっては，社会情報学会「社会情報

学」執筆要領に従うこと。原著論文以外の原稿についても，

その記述方式は，原則として執筆要領に準ずるものとする。

また，審査の結果により修正原稿を提出する場合も，執筆要

領に従うこととする。 

（５）投稿原稿は，本学会の主催，共催する学会大会，シン

ポジウム，講演会，研究会，分科会等（以下、「学会大会等」）

で公表したものが望ましい。学会大会等で公表した原稿を投

稿する場合，それらの場で発表済であることを明記すること

が望ましい。 

（６）すでに，他学会の雑誌論文等に投稿したもの，単行図

書・単行図書所収論文・博士論文またはその一部をそのまま

投稿してはならない。本学会に投稿した投稿原稿は，不採択

の場合を除き，他学会等へ投稿してはならない。 

（７）前項の規定にかかわらず，ディスカッションペーパー，

ワーキングペーパーとして公開済の論文およびプレ・プリン

トサーバ上で公開済の論文（以下、「ディスカッションペーパ

ー等」）を投稿する場合は，以下の条件をすべて満たす場合に

投稿を受け付ける。 

a. 投稿時の投稿者からの申し出にもとづき，学会誌編集委員

会が公開済の論文をディスカッションペーパー等として認め

ている。 

b. 投稿原稿の文中にディスカッションペーパー等について

明記されている。 

c. 本学会における学会誌掲載論文等の著作権の取り扱い規

程（本要綱第１１）について，ディスカッションペーパー等

の発行元が了解している。 

d. 本学会誌に投稿原稿が掲載された場合には，ディスカッ

ションペーパー等の公開を中止するか，またはディスカッシ

ョンペーパー等の最終版が本学会誌の掲載論文であることを

ディスカッションペーパー等の読者が判別できるように明記

することを投稿者が確約している。 

（８）投稿原稿中で使用する画像等について著作権等の各種

権利について確認し，本学会における学会誌掲載論文等の著

作権の取り扱い規程（本要綱第１１）の内容を含めて，必要

となる著作権者等の許諾を得る。 

（９）審査により不採択となった原稿または投稿を取り下げ

た原稿の著者は，審査結果の通知後または投稿取り下げ後の1

ヶ月の期間は，新たな投稿はできない。 

 

（投稿手続き） 

第４ 投稿希望者は，本学会ホームページ上で指定された投

稿サイトに，必要事項を記入の上，原稿を投稿する。 

 

（投稿原稿の受付） 

第５ 原稿は随時，投稿できる。学会誌編集委員会に到着し

た原稿は，受付が行われた後，査読の手続きがとられる。た

だし，投稿原稿の題材および内容が，本学会誌の目的である

社会情報学にかかわる諸問題に関する学術的新規性を判断で

きる研究の範囲外であると判断された場合，および投稿原稿

の記述方式が執筆要領を逸脱している場合は，投稿原稿を受

け付けない。 



 

（投稿原稿の審査） 

第６ 投稿原稿の審査については，以下の通りとする。 

（１）原著論文と研究は，複数の査読者によって審査される。

審査は投稿原稿受付後，可及的速やかに行うものとする。審

査の結果，投稿原稿の内容修正を著者に要請することがある。

その場合，再提出の期限は原則として１カ月以内とする。 

（２）展望・ノートは，学会誌編集委員会が閲読し，必要に

応じて著者に修正を求めた上で，学会誌編集委員会で採否を

決定する。 

 

（投稿原稿の掲載） 

第７ 投稿原稿の掲載については，以下の通りとする。 

（１）投稿原稿の掲載は，学会誌編集委員会が決定する。 

（２）投稿原稿の受付日は，学会誌編集委員会が当該投稿原

稿を受け付けた日とする。また，受理日は，学会誌編集委員

会が当該投稿原稿の採択を決定した日とする。 

 

（受理された投稿原稿の版下の作成） 

第８ 投稿者は，受理された投稿原稿について，所定の書式

にて版下を作成し，提出するものとする。 

 

（受理された投稿原稿の校正） 

第９ 受理された投稿原稿の著者による校正は和文誌につい

ては初校のみとし，英文誌については２回校正とする。なお，

訂正範囲は原稿と異なる字句の訂正のみに限定される。 

 

（原著論文等の別刷り） 

第１０ 原著論文等の別刷り（50 部単位）は，著者の希望に

より作成する。その料金は，実費とする。なお，別刷り料金

の請求は，学会誌編集委員会の依頼により学会事務局が行う。 

 

（著作権） 

第１１ 著作権については，以下の通りとする。 

（１）掲載された原著論文等の著作権は，原則として本学会

に帰属する。特別な事情により本学会に帰属することが困難

な場合には，申し出により著者と本学会との間で協議の上，

措置する。 

（２）著作権に関し問題が発生した場合は，著者の責任にお

いて処理する。 

（３）著作者人格権は，著者に帰属する。著者が，自分の原

著論文等を複製，転載などの形で利用することは自由である。

転載の場合，著者は，その旨本学会に書面をもって通知し，

掲載先には出典を明記すること。 

 

（要綱の運用） 

第１２ この要綱に定めのない事項については，学会誌編集

委員会の所掌事項に属することに関しては，学会誌編集委員

会が決するものとする。 

 

（要綱の改正） 

第１３ この要綱の改正は，学会誌編集委員会の議を経て，

学会誌編集委員長が行う。 

 

付 則 

この要綱は，2012年4月1日より実施する。 

 

付 則 

この要綱（改正）は，2014年4月1日に遡及して施行する。 

 

付 則 

この要綱（改正）は，2014年7月1日より施行する。 

 

付 則 

この要綱（改正）は，2014年9月1日より施行する。 

 

付 則 

この要綱（改正）は，2015年2月20日に遡及して施行する。 

 

付 則 

この要綱（改正）は，2016年9月11日より施行する。 

 



付 則 

この要綱（改正）は，2019年3月21日より施行する。 

 

付 則 

この要綱（改正）は，2019年9月15日より施行する。 

 

付 則 

この要綱（改正）は，2020年10月17日より施行する。 

 

付 則 

この要綱（改正）は，2021年4月1日より施行する。 

 

付 則 

この要綱（改正）は，2021年7月11日より施行する。 

 

付 則 

この要綱（改正）は，2022年3月26日より施行する。 

 

付 則 

この要綱（改正）は，2022年5月16日より施行する。 

 


